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１　件　名

２　場　所

３　概　要

４　一般事項

 (1)　本作業は、仕様書及び図面に基づき実施するものとする。

 (2)　作業に際して事前に監督官と打合せをするものとする。

 (3)　本作業の写真は、作業前、作業中、作業後、主要な作業状況及び監督官の指示する箇所を撮影するとともに、作業完了後

　　Ａ４版工事写真帳に整理し監督官に提出するものとする。

 (4)　本仕様書に記載なき事項といえども技術上当然実施すべき事項については、受注者の負担において実施するものとする。

 (5)　本工事に使用する材料は、全て新品とし、監督官の検査を受け、合格したものを使用する。

 (6)　作業は、ほかの施設に損傷を与えないように十分に注意して実施し、万一損傷を与えた場合は受注者の負担において現状

　　復旧するものとする。

 (7)　本仕様書及び作業に際し納まり及び取合い等疑義が生じた場合は、監督官と協議し軽微なものについては受注者の負担に

　　おいて処置するものとする。

 (8)　本作業にあたっては、安全管理に十分に留意するものとする。

 (9)　作業終了時は、現場の清掃及び片付けを実施するものとする。

５　特記事項

６　検　査

　　作業完了後は、必要書類の提出及び検査官による検査をもって検査合格とする。

 (1)　当宿舎は、基本的に入居者が居る状態で行うため、実施日については監督官と要調整する。

 (2)　施工に先立ち現地調査のうえ実施するものとする。

　　長崎県佐世保市大潟町６７８　大潟南宿舎４棟

 (3)　本工事で使用する主な材料は、下表に示す同等品以上とする。

　仕様書

令和７年 ８月 　日

　大潟南宿舎４棟浴場扉補修

　　４０戸分の浴場扉の補修

　　大潟南宿舎４棟浴場扉補修
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